
いただいた社協会費や募金は、住民ととも
に地区の困りごとについて話し合った内容を
もとに、地区としてできることに取り組んで
いる活動に充てられています。

令和６年度事業ご紹介＆地域情報



令和５年度 事業報告



同じまちで暮らす住民が力と知恵を出し合って、
様々な福祉活動を行う組織です。区内に２９の地区
社会福祉協議会があり「地域福祉推進員」が中心と
なって活動しています。
多様な住民や団体との「つながり」をもとに、個

人や地区の抱える課題の発見・共有・解決に向けた
取り組みを通じて、「福祉でまちづくり」を目指し
ています。

池尻地区社協
地域福祉推進員の
主な構成メンバー

池尻地区（三宿1・2丁目、池尻1～3丁目、池尻4丁目1～32番）内の

町会・自治会

青少年地区委員

日本赤十字奉仕団

民生・児童委員

など

社会福祉協議会では、一人でも多くの方に社協の活動に関心を持っていただき
会員として支えていただくために、地域福祉推進員を中心にご自宅を訪問して会
費のお願いをしております。

音楽交流会等、スマ
ホ講座などイベント

地区内の福祉の
推進のために

金銭管理・成年後見
制度利用のお手伝い

池尻地区社協の福祉活動に 世田谷区社協全体の事業に

一般会員 300円以上/年間 特別会員5,000円以上/年間
法人会員 5,000円以上/年間
※法人からご協力いただく会費につきましては、法人税法上の「損金算入」
の対象になります。

皆さまにご協力いただいた社協会費は・・・

経済的な問題と合わせて
生活上の様々な困難に直
面している方の相談窓口

地域住民の
交流の場づくり

家事や介護など
産前産後の支援

広報紙の発行や
地区の情報発信

50% 50%

活用されています！



令和５年度
社協会費募集、歳末たすけあい・地域支えあい募金

ご協力ありがとうございました。
温かいお気持ちに感謝申し上げます。

皆さまから寄せられた社協会費は、半分を次年度の池尻地区社協の活動費とし
て、残り半分を世田谷区社協が全区的に行う事業に活用しております。
※一般会員：300 円以上／特別会員：5,000 円以上／法人会員：5,000 円以上
※社協会費は年間を通じて受け付けております。

社
協
会
費

会費納入件数 会費納入総額

76件 574,400円

内訳 会費種別 一般会員 特別会員 法人会員

会員数 55件 14件 7件

会費金額 159,400円 380,000円 35,000円

歳末募金の一部は、支援を必要とする方へのお見舞金・お祝い金、在宅で高齢
者、障害者を介護している方へのお見舞金として、民生・児童委員を通じ、お
届けすることができました。そのほか、地域福祉の充実を図るため、次年度の
地域福祉活動費（ふれあい・いきいきサロン活動補助金等）に充てられます。

歳末たすけあい
地域支えあい募金

件数 募金総額

9件 754,214円

◆発行元＆池尻地区社協だよりに関するお問い合わせ◆
社会福祉協議会 池尻地区事務局 ＴＥＬ：０９０－９８１８－３０４０

（住所：世田谷池尻３－２７－２１ 池尻まちづくりセンター内）
地域の皆さんや地区内の様々な団体と協力・連携しながら「福祉のまちづくり」に取り組む団体です。

メルマガでも情報配信中！
ＱＲコードから登録を。

事務局から

新地区担当

のご紹介

「木が３つの稲森です！」

ぷらっとホーム世田谷４年を経て、この４月に経堂地区から異動
して来ました、社協６年目３２歳です！
毎日のお昼ごはんを楽しみに仕事を頑張っているので、池尻の美

味しいお店を教えてもらえたら嬉しいです。
地域で“ちょっと気になる”ことがあれば、皆さんと一緒に考えて

いきたいので、お気軽にお声がけください♪
よろしくお願いいたします！


